
2023 年 12 月 

チタン溶接技能者資格の適用規格（JIS／WES）の改正に関する告知 

 
１. 改正内容の概要  

チタン溶接技能者資格の評価試験や認証について規定している次の規格 2 件が改正となりました。 
 

JIS Z 3805 

（チタン溶接技術検定における試験方法及び判定基準） 

（旧）1997 年度版 

→（新）2022 年度版（2022 年 9 月 20 日発行）     

WES 8205 

（チタン溶接技能者の資格認証基準） 

（旧）2021 年度版 

→（新）2023 年度版（2023 年 10 月 1 日発行） 

 
新しい JIS Z 3805 は日本産業標準調査会（JISC）の HP（https://www.jisc.go.jp/）から閲覧、購入で

きます。また、新しい WES 8205 は日本溶接協会の HP（http://www-it.jwes.or.jp/wes_ki/wes.jsp）から

閲覧、購入できます。それぞれご確認ください。 
JIS Z 3805 は資格種目や試験方法、判定方法などを規定する基本規格であり、WES 8205 は JIS Z 3805

全体を引用しつつ、受験条件や資格の維持方法などを追加規定する補完規格です。日本溶接協会は両規

格をもってチタン溶接技能者の評価試験を実施し、合格者には資格を付与（認証）しています。 
今回の JIS Z 3805 の改正は、チタン材や溶接材料など、引用している他の JIS の多くが改正されたた

め、最新化を図ることを主目的に実施しました。WES 8205 の改正は JIS Z 3805 への整合が主目的です。

代表して、JIS Z 3805 の主たる改正内容を次表に示します。 
 

JIS Z 3805の主な改正点（JIS Z 3805:2022の解説から引用および一部追加等のアレンジあり） 

旧規格の箇条番号，項目名及び内容 この規格の箇条番号，項目名及び内容 改正の理由 
2. 定義 JIS Z 3001 を引用 3 用語及び定

義 
JIS Z 3001-1，JIS Z 
3001-2，JIS Z 3001-4 及び

JIS Z 3001-7 を引用し，こ

れらの引用規格に既に定

義されている用語を削除 

規格の最新版を引用し

た。 

“補助ガスシールド用ジ

グ”を用語として追加 
チタンの溶接に特有なジ

グを追加した。 
3. 技術検定試

験の種類 
技術検定試験の種類を表

1 として記載 
4 技術検定試

験の種類 
開先形状の項目を追加し、

表 1 のレイアウトを変更 
他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 
－ － 5 溶接方法 試験材料を溶接する方法

を規定 
他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 
4.6 試験材料

の形状及び寸

法 

ティグ溶接による試験材

料の形状及，寸法及び試験

片採取位置を図 3（a）板

の場合として規定 

7.1 板の試験

材料 
ティグ溶接及びミグ溶接

に適用する板の試験材料

の形状、寸法及び試験片採

取位置を図 3 及び図 4 に

規定 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

ティグ溶接の試験材料の

長さを約 200 mm に規定 
ティグ溶接の試験材料の

長さを約 150 mm に変更 
他の溶接技能者技術検定

試験規格（ステンレス鋼

ティグ溶接）の規定表現

と整合させた。 
－ I 開先形状を追加 市場において I 開先での

溶接も多く行われている

ため追加した。 
開先において，ルート間隔

4 mm，ルート面 2 mm 以

下と規定 

開先において，ルート間

隔及びルート面のサイズ

は任意とすることに変更 

I 開先形状も適用可能と

した。 

ティグ溶接による試験材

料の形状及，寸法及び試験

7.2 管の試験

材料 
ティグ溶接に適用する管

の試験材料の形状，寸法及

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整



片採取位置を図 3（b）管

の場合として規定 
び試験片採取位置を図 5
に規定 

合させた。 

－ I 開先形状を追加 市場において I 開先での

溶接も多く行われている

ため追加した。 
開先において，ルート間隔

4 mm，ルート面 2 mm 以

下と規定 

開先において，ルート間

隔及びルート面のサイズ

は任意とすることに変更 

I 開先形状も適用可能と

した。 

ティグ溶接及びミグ溶接

試験材料の形状，寸法及び

試験片採取位置を図 3 及

び図 4 として規定 

7.1 板の試験

材料 
7.2 管の試験

材料 

図 3～図 5 において，図中

に記載された板厚に付け

た“（呼び）”について，

注記を追加 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

4.1 溶接に使

用するチタン

材料 

JIS H 4600 の 2 種のチタ

ン板及び JIS H 4630 の 2
種のチタン管を規定 

8.1 板の試験

材料 
8.2 管の試験

材料 

8.1 において，“a)のチタン

板と同等と認められるも

の”を追加 
8.2 において，“a)又は b)
のチタン管と同等と認め

られるもの”を追加 

ASTM B 265 Grade 2 な

ど，JIS 以外の規格によ

る輸入材料を使用する場

合，この規格が日本以外

でも適用される場合など

の事情を考慮した。 
   8.2 において“JIS H 4635

に規定する 2 種のチタン

管”を追加 

市場で一般的に用いられ

ている溶接管を試験に使

用できるようにした。 
4.2 溶接に使

用する溶接材

料 

JIS Z 3331 に規定する

YTB 35 又は YTW 35 に適

合するものを規定 

9 試験に使用

する溶接材料 
溶接材料の名称を，JIS Z 
3331 に規定する“S Ti 
0120 又は S Ti 0120J”に変

更 

JIS Z 3331:2011 の種類の

記号を引用した。 

   JIS Z 3331 に規定する S 
Ti 0120 又は S Ti 0120J と
“同等と認められるもの”

を追加 

JIS 以外の規格による輸

入材料を使用する場合，

この規格が日本以外でも

適用される場合などの事

情を考慮した。 
4.4 シールド

ガス 
シールドガスとして，JIS 
K 1105 に適合するものを

規定 

10 試験に使

用するガス 
使用するガスの対象とし

て“裏当て金なしの溶接に

おいて使用するバックシ

ールドガス”を追加 

バックシールドガスに使

用するガスの規定を明確

にした。 

   シールドガスの適用規格

を JIS Z 3253 に変更 
溶接用として制定された

JIS Z 3253 のアルゴンガ

スを使用できるようにし

た。 
   JIS Z 3253 に規定するシ

ールドガスと“同等と認め

られるもの”を追加 

JIS K 1105 に適合するガ

スの使用も許容して利用

者の利便性を図った。 
4.3 溶接機 溶接機の種類及び溶接時

の極性を規定 
11 試験に使

用する溶接装

置 

“試験に使用する溶接装

置は規定しない”に変更 
溶接機器の進歩によっ

て，旧規格で規定した溶

接機及び極性以外でも溶

接可能であることから，

この規格では規定しない

こととした。 
4.7 溶接上の

注意 
試験材の溶接条件を規定 12 溶接条件 表面から溶接を実施する

ことの規定及び各種の処

理（熱処理，ピーニング及

びビードの成形加工など）

の禁止を追加 

溶接上の注意点を明確に

した。 

 ビード表面の酸化被膜除

去の禁止，タッグ溶接での

避けるべき位置，及びミグ

溶接におけるエンドタブ

使用の許容について規定 

 削除 溶接始終端部の変色の程

度及び状態を評価するた

め削除した。 
※日本溶接協会追記 
ミグ溶接においてエンド

タブが使用できなくなり

ました（ティグ溶接は従

来から使用不可） 



5.2 外観試験 “溶接部の表裏面の変色

程度及びビード表面欠陥”

によって評価することを

規定 

13.2 外観試

験 
検査対象部位（主溶接部又

は溶接始終端部）及び評価

事項を明記 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

5.3 曲げ試験 － 13.3 曲げ試

験 
曲げ試験は，外観試験に合

格した試験材に対して行

う旨を明記 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 
 表曲げ及び裏曲げ試験に

おける雄型の半径は，試験

材料の厚さの 4 倍とする

と規定 

 ローラ曲げ試験又は型曲

げ試験によって行い，押し

ジグ先端の直径は，試験片

厚さの 8 倍とすることに

変更 

JIS Z 3122 の規定に合わ

せて，押しジグの形状を

直径表示とした。 

6.1. 合否判定 “外観試験及び曲げ試験

のすべての評価基準を満

足しなければならない。”

と規定 

14.1 一般 “合否の判定は，外観試験

及び曲げ試験の評価基準

に基づいて行い，全ての評

価基準を満足したものを

合格とする。”に変更 

規定表現の曖昧さを排除

し，合否判定の基準を明

確にした。 

6.2 外観試験

の評価基準 
溶接部の変色程度によっ

て合否を判定するととも

に，溶接部の表面に有害と

認められる欠陥がある場

合は不合格とすると規定 

14.2 外観試

験の評価基準 
評価基準について，全ての

基準を満足した場合を合

格とすることに変更 

規定表現の曖昧さを排除

し，合否判定の基準を明

確にした。 

 －  評価基準の一例を附属書

A として追加し，評価基準

は試験を行う者が試験の

目的に応じ，附属書 A に

準じて決定すると規定 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

6.3 曲げ試験

の評価基準 
“曲げられた試験片の外

面に欠陥が認められる場

合は，不合格とする。”と

規定 

14.3 曲げ試

験の評価基準 
“曲げられた試験片の裏

面，側面及びりょうの丸み

部（面取り）を除く外面に，

次の溶接不完全部が認め

られない場合に曲げ試験

を合格とする。”に変更 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

6.3 曲げ試験

の評価基準 
“アンダーカット内部の

割れも対象とする。”と規

定 

14.3 曲げ試

験の評価基準 
削除 溶接不完全部の対象は，

試験を行うものが附属書

A に準じて決定するため

削除した。 
 －  “肉眼では観察の難しい

0.3 mm 未満の不完全部に

ついては，対象としない。”

を追加 

他の溶接技能者技術検定

試験規格の規定表現と整

合させた。 

－ － 附属書 A 外

観試験の評価

基準の一例 

次の項目の評価基準の一

例を追加 
・板及び管の主溶接部 
・板の始端及び終端 
・板及び管の主溶接部の 
 裏側 
・継手の目違い及び変形 

評価基準を明確にするこ

と及び他の溶接技能者技

術検定試験規格の規定表

現と整合させた。 
 

6.2 外観試験

の評価基準 
溶接部の変色程度と判定

基準を表 2 として規定 
 一部を変更し，表 A.1～表

A.3 に“溶接部の変色程

度”として記載 

評価基準の一例として附

属書 A にまとめた。 

  ※赤太字が特に大きな改正点です 

 

２. 新規格による手続き開始時期 

   ただし、手続き内容に従来規格からの変更はありません。 
  （1）新規試験 

受験お申込みのタイミングに係らず、2024 年 4 月 1 日以降から新規格に基づいて評価 
試験を実施します。 

 



   （2）再評価試験 

受験お申込みのタイミングや現有資格の有効期限に係らず、2024 年 4 月 1 日以降から、 
新規格に基づいて評価試験を実施します。 

 

   （3）サーベイランス 

お申込みのタイミングや現有資格の有効期限に係らず、2024 年 4 月 1 日以降から、新規格に基づ

いて手続きします。ただし、資格証の表示は受験した際の資格年度が表示されます。 
     
 
３. 各種料金 

   新規格への変更による料金の変更はありません。 
 

以上 
（お問い合わせ先）一般社団法人 日本溶接協会 

  事業部 溶接技能者資格担当 
（TEL）03-5823-6325 

 


